
人 ％ ％

未算出

①給料表の見直し
[実施]

②地域手当の見直し
[地域手当の制度なし]

③その他の見直し内容
[なし]

（6）特記事項

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円
歳 円 円 円
歳 円 円 円

（5）給与制度の総合的見直しの実施状況について

（4）給与改定の状況

（1）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況(令和5年4月1日現在)

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

（1）人件費の状況(普通会計決算)

１　総括

      ２　職員数は、令和4年(2022年)4月1日現在の人数である。

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。

43.2
42.4

35.3 264,759

（注）１

（注）２

「平均給料月額」とは、令和5年(2023年)4月1日現在における職員の基本給の平均である。

「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外手当など
のすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかに
されているものである。また、「平均給与月額(国比較ベース)」は、比較のため、国家公
務員と同じベース（＝時間外勤務手当等を除いたもの）で算出している。

区分

令和
4年度

人事委員会を設置していないため省略

区分

令和
4年度 65

人
Ａ

職員数

(R5年1月1日)

-

（3）ラスパイレス指数の状況

千円

（2）職員給与費の状況(普通会計決算)

区　分

国
熊本県

上球磨消防組合

平均年齢

上球磨消防組合の給与・定員管理について

平均給与月額平均給料月額
平均給与月額

（国比較ベース）

404,015
334,731
292,502

-
398,197
329,359

322,487
325,545

Ｂ

住民基本台帳人口

71.45

Ｂ／Ａ
人件費率

5,258
千円

給与費 B/A

(参考)一人当たり

期末・勤勉手当

（参考）
R3年度の人件費率

68.29

（給料表の改定実施時期）平成28年4月1日
（内容）一般行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、平均2％引下げ。
　　　　激変緩和のため、経過措置（現給保障）を実施。令和元年度をもって終了。

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均2％の引下げ及び地域
手当の支給割合の見直し等に取り組むとされている。

計　Ｂ
千円

341,789
　　　　千円

78,019

歳出額
Ａ

千円
627,594

実質収支 人件費

15,316 448,428
千円千円

56,894
千円

206,876

給　与　費
職員手当給料
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円 円 円
円 円 円

円 円 円 円
円 円 円 円

人 ％

人 ％

人 ％

人 ％

人 ％

人 ％

（3）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況(令和5年(2023年)4月1日現在)

（2）職員の初任給の状況(令和5年(2023年)4月1日現在)

（1）一般行政職の級別職員数の状況(令和5年(2023年)4月1日現在)

３　一般行政職の級別職員数等の状況

一般行政職

区　　分 熊本県上球磨消防組合

高　校　卒
-
154,600 158,900

191,700大　学　卒

（注）　*は、対象者が少数のため非公表

4　級

6　級

5　級

10

22

区　　分

一般行政職
大　学　卒
高　校　卒

3　級

2　級

1　級

等　級

経験年数10年

標準的な職務内容

主事の職務

主任及び特に高度な知識又は経験を
必要とする業務を行う主事の職務

係長、参事及び主査の職務

課長の職務（５級に掲げる職務を除く。）

審議員、課長補佐、主幹の職務
及びその職務内容等がこれと同
程度のものとして長が規則で定
める職務

1号給の
給料月額

職員数 構成比

154,600
185,200

国

消防長の職務
1.5

経験年数30年

369,267
--

-220,033
- -

*

経験年数20年 経験年数25年

円
240,900

給料月額
最高号給の

円

411,300
円

394,000

円

382,000

円
351,000

円

305,200

円

（注）１　上球磨消防組合の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

本部次長、署長、総務課長、首
席審議員の職務及びその職務内
容等がこれと同程度のものとし
て長が規則で定める職務

24

7

円

2

1

15.2

33.3

36.4

10.6

3.0

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

円
323,100

271,600

円

295,400

円
249,400162,100

円
208,000

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

令和5年の構成比 1年前の構成比 5年前の構成比

1級, 15.2 1級, 13.8
1級, 25.4

2級, 33.3 2級, 35.4

2級, 38.1

3級,36.4 3級, 33.9
3級, 15.9

4級, 10.6 4級, 12.3
4級, 12.7

5級, 3 5級, 3.1 5級, 6.3
6級, 1.5 6級, 1.5 6級, 1.6
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千円

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当
月分 月分

（2）国との給料表カーブ比較表(行政職(一))(令和5年(2023年)4月1日現在)

〇〇

1,200

2.002.40

（3）昇給への人事評価の活用状況(上球磨消防組合)

　標準の区分のみ（一律）
ロ　人事評価を活用していない

　活用予定時期

上球磨消防組合
１人当たり平均支給額(令和4年度)

(令和4年度支給割合)

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置

役職加算5～10％
管理職加算10～25％

-

(令和4年度支給割合)

2.40 月分 2.00 月分
(1.35) 月分 (0.95)

（加算措置の状況）

令和5年(2023年)4月2日から
令和6年(2024年)4月1日まで

における運用

イ　人事評価を活用している

活用している昇給区分

　上位、標準、下位の区分
　上位、標準の区分

管理職員

月分

熊本県

千円

月分
月分
月分

　標準、下位の区分

2.00
(0.95)

2.40
(1.35)

1,793

〇
〇

〇

昇給可能な
区分

昇給実績が
ある区分

４　職員手当の状況

-

１人当たり平均支給額(令和4年度)

(令和4年度支給割合)

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

職制上の段階、職務の級等による加算措置

役職加算5～20％
管理職加算15～25％

国

月分
（加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

役職加算5～20％

-

（1）期末手当・勤勉手当

一般職員

昇給可能な
区分

昇給実績が
ある区分

〇

国3級

国1級

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

給
料
月
額

昇給

令和5年(2023年)4月1日時点

国5級

国9級

国8級

国4級

国7級
国6級

国2級

上球磨消防組合(R5)

（百円）

国10級

組合6級

組合5級
組合4級

組合3級

組合2級
組合1級

国家公務員(R5)
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[地域手当の制度なし]

機関員以外 一回につき400円
機関員     一回につき600円
救急救命士 一回につき600円
（ただし、特定行為又はその補助を
行った場合は、300円を加算する。ま
た、火災事案への救急出動で、不搬送
の場合は、400円とする。）

消防・救急各車両の維
持点検を行う

救急救命士として、救急
業務(口頭指導含)に従事
する

支給実績

月額　500円

月額　3,000円

４種類
左記職員に対する

支給単価

機関員以外 一回につき400円
機関員     一回につき600円
潜水業務   一回につき300円を加算

1,784
千円

418

支給実績

(令和4年度決算)

千円

60
千円

423
千円

手当の種類

消防手当

出場手当

機関員手当

救急救命士手当

主な支給対象職員

管理職手当支給対象
者を除く消防吏員

管理職手当支給対象
者を除く消防吏員

消防吏員のうち、機
関員を命ぜられた者

救急救命士有資格者

主な支給対象業務

消防本部、署に勤務し、
消防業務に従事する

火災、救急、救助（水
難）出場したとき

手当の種類 主な支給対象職員 主な支給対象業務

災害出動手当
管理職手当支給対象
者を除く消防吏員

消火・救助活動等に従
事したとき

62

千円

救急出動手当
管理職手当支給対象
者を除く消防吏員

救急活動に従事したとき 1,111

千円

4,716
79,928

90.8

手当の種類(令和4年12月1日から令和5年3月31日まで)

(令和4年度決算)

支給実績(令和4年度(2022年度)決算)
支給職員一人当たり平均支給年額(令和4年度(2022年度)決算)

職員全体に占める手当支給職員の割合(令和4年度(2022年度))

（4）特殊勤務手当(令和5年(2023年)4月1日現在)

（3）地域手当

（2）退職手当(令和5年(2023年)4月1日現在)

　　　〇勤勉手当への人事評価の活用状況(一般行政職)(上球磨消防組合)

手当の種類(令和4年4月1日から令和4年11月30日まで)

月額　4,000円

一回につき100円（150円）

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（2～45％）（2～45％）

（0.07月～3.81月）

消防加算

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

４種類
左記職員に対する

支給単価

勤続３５年 39.7575 月分 47.709 月分

最高限度額 47.709 月分 47.709 月分

国

自己都合 応募認定・定年

勤続２０年 19.6695 月分 24.586875 月分

勤続２５年 28.0395 月分 33.27075 月分

（支給率）応募認定・定年自己都合（支給率）

上球磨消防組合

24.58687519.6695

47.709
47.709

33.27075月分

月分

月分

28.0395
39.7575
47.709最高限度額

勤続３５年

勤続２５年

勤続２０年 月分 月分

月分

月分

月分

　標準の区分のみ（一律） - -
ロ　人事評価を活用していない 〇 〇

　活用予定時期 未定 未定

　上位、標準の成績率
　標準、下位の成績率

活用している昇給成績率
昇給可能な
成績率

昇給実績が
ある成績率

昇給可能な
成績率

昇給実績が
ある成績率

　上位、標準、下位の成績率

令和4年度中における運用 管理職員 一般職員
イ　人事評価を活用している

千円
円
％
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円

円

円

円

円

円

円

機関員以外 一回につき400円
機関員     一回につき600円

従事した日1日につき500円
（R4.4.1～R5.3.31 新型コロナウイル
ス感染症 特例支給により従事した日1
日につき3,000円)

感染症防疫等
作業手当

管理職手当支給対象
者を除く消防吏員

感染症の患者又はその疑
いがある者と接して行う
作業に従事したとき

852

千円

特命出動手当
管理職手当支給対象
者を除く消防吏員

災害の未然防止その他必
要な活動に従事したとき

6
千円

異動に伴い転居し、やむを得ず
同居していた配偶者と別居し、
単身で生活する職員に対し、
30,000円を基本とし距離に応じ
8,000円から70,000円を加算して
支給

祝日法による休日等及び年末年
始の休日等において正規の勤務
時間中に勤務を命ぜられた職員
に対し、勤務1時間当たりの給与
額に100分の135を乗じて得た額
を支給

午後10時から翌日の午前5時まで
の間に勤務する職員に勤務時間1
時間につき勤務時間1時間当たり
の給与額の100分の25を乗じて得
た額を支給

管理、監督の地位にある職員に
対して支給
・消防長36,000円
・本部次長、首席審議員、署長
又は総務課長29,000円
・課長又は副署長26,000円

交通用具利用の場合距離区分に
応じて
　2,000円～31,600円

居住するための住宅を借り受け
ている職員に対して　　27,000
円以内

扶養親族のある職員に対して支
給
・22歳までの子10,000円
・その他(配偶者等)6,500円
・15歳から22歳の子　5,000円加
算

内容及び支給単価

同

同

同

47,252

219,683

-

-

-

異

同

同

（注）

（6）その他の手当(令和5年(2023年)4月1日現在)

（5）時間外勤務手当

75,261

344,000

支給実績

(令和4年度決算)

国の制度
と異なる

内容

国の制
度との
異同

単身赴任手当

休日勤務手当

夜間勤務手当

管理職手当

通勤手当

住居手当

扶養手当 290,66314,243

16,859 千円

360

-

-

-

支給額

2,741 千円

2,064 千円

3,914 千円

千円

337,176

職員１人当たり平均支給年額(令和3年度(2021年度)決算) 千円71

手　当　名

同

支給職員１人当た
り平均支給年額

(令和4年度決算)

千円

5,712 千円

支給実績(令和4年度(2022年度)決算) 6,239 千円
職員１人当たり平均支給年額(令和4年度(2022年度)決算) 106 千円
支給実績(令和3年度(2021年度)決算) 4,020 千円

360,000

職員1人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績(令和4年度(2022年度)決算)」と同じ年
度の4月1日現在の総職員数（管理職員等、時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であ
る。
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円

（注）　[　　　]内は、条例定数である。

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

管理又は監督の地位にある職員
が、公務の運営等で週休日等に
勤務した場合は1回につき最大
12,000円。災害への対処等で休
日等以外の午前0時から午前5時
までの間であって正規の勤務時
間以外に勤務した場合は1回につ
き最大6,000円を支給する。

同

計

-

年　額

[0]
1
1

増減数
対前年

[67]
65

59歳

～
56歳

（2）年齢別構成の状況(令和5年(2023年)4月1日現在)

（1）部門別職員数の状況と主な増減理由(各年4月1日現在)

66

42,000円
40,000円
72,000円

[67]

12
47歳

～
44歳 48歳

新規採用者3人、退職者2人

主　な　増　減　理　由

組合長
副組合長
議長

区　分

消　防

部　門

報　酬

50,000円
40,000円
45,000円

副議長

５　特別職の報酬等の状況（令和5年(2023年)4月1日現在）

管理職員特別勤務手当 千円48

６　職員数の状況

8,000

7

～

43歳
7 6 23 5 3 14

職員数

区分
36歳

未満

20歳

23歳

～

27歳

28歳
～

31歳

52歳
～

39歳

24歳
～

16
35歳

～
32歳

議員
監査委員（識見を有する者）

監査委員（議会選出） 20,000円

令和5年(2023年)

66
66

65
令和4年(2022年)

職　員　数

計
40歳

0
以上

60歳
～ ～

51歳 55歳

20歳

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

20歳

未満

20歳

～

23歳

24歳

～

27歳

28歳

～

31歳

32歳

～

35歳

36歳

～

39歳

40歳

～

43歳

44歳

～

47歳

48歳

～

51歳

52歳

～

55歳

56歳

～

59歳

60歳

以上

構成比

5年前
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人 人 人 人 人 人 人 ％

人 人 人 人 人 人 人 ％

人 人 人 人 人 人 人 ％

過去５年間
の増減数(率)

1

2

3

平成30年

0

62

65

令和4年令和2年
平成31年
令和元年

（3）職員数の推移

（注）　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。

-

3.2

4.86663 63

63 63 62

0 0

62

65

11

64

62総合計

0

令和3年 令和5年

消防

　　 年度
部門別

一般行政
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